
川村直子議員 令和 6年 (2024年 )第 1回定例会 6月 定例会議 二般質問資料   
ユ
蚕斗羊(D

公立小中学校への空調 (冷房)設備設置状況
公立小中学機等0窪綱(冷房)設備設置状況の推移

普通教室での

冷房設置率は95.7%
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それでも教室の暑さは

解決していない !
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出展 :文部科学省 公立学校施設の空調 (冷房)設備の設置状況について (令和4年 9月 1日 現在)
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07/18最高気温38.2°C(学校A教室 1)
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口射遮蔽されていない窓からの日射熱は危険 !
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実際の教室は暑 くて空気も汚れている
断熱されていない

屋根からの日射熱が

天丼の表面温度を上げる

遮蔽 されていない

窓から日射熱が侵入 して

室温を上げる

換気のため開けた窓から

外気が侵入 して

室温 ・湿度を上げる

窓を閉め切ると

空気質が

悪イLす る !
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文科省基準 28°C以下

実際の教室 32°C
文科省基準 1500ppm以下

実際の教室 3300pp叩

エアコンだけの無断熱教室は文科省の基準を満たせない !
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断熱つてあまり聞いたことないわね

遮熱とか屋上緑化じゃだめなの?

川村直子議員 令和 6年 (2024年 )第 1回定例会 6月 定例会議 一般質問資料  哲 *手∈)
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返熱塗料
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天丼・壁に断熱材を敷設
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熱の勝手な出入りを断ち

表と裏に温度差を作り出すのが「断熱」

グラスウールの

ホットプレート焼き
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窓の日射遮蔽

C02濃度
1000ppmを
維持するよう

ファンを常」御

デマンド換気
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天丼壁の断熱・窓の日射遮蔽・換気装置 3点セットの効果は絶大 !
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断熱ワークショップの効果

断熱後の体感

残暑厳しい9月初旬

埼玉県芝川小学校

4年 1組の児童に

アンケートを実施
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スタートは

断熱改修から !

子供たちが学びに集中できる

健康・tl夫適な教室を実現 !
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轟

善 ぉ

冷房で処理すべき熱負荷が減少

エアコンの ェァコン容量を
消費電力量を コンパク トに

削減できる   できる

太陽光発電で

冷房に必要な電気を

まかなう

電気代の負担を
ゼロにできる
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断熱と日射遮蔽 適正換気 温度を適切に保ち

勉強に集中できる

環境を作れる !

空気質を保ち

健康な環境を

確保 !

エアコンの

更新 コス トを

削減できる

エアコンの

電気代 を

削減できる

ゼロエネルギー・脱炭素の実現のためには
「断熱改修」「エアコンのコンパクト化」「太陽光発電」

3点セットの導入が絶対に必要です !

ヨ
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断熱改修で熱負荷を減らせば家庭用エアコン2合でOK
無断熱の教室

^

冷房熱負荷が大きい ‐

断熱改修後の教室

冷房熱負荷が小 さい

1台が故障 しても

もう 11針 でしのげて

安心 !

f~~~ャ

キ善

＼＼`、

家庭用エアコンなら

家電屋 さんが直せる

断熱と日射遮蔽 適正換気

業務用デカエアコン

強力だが低効率

特殊で高価 !

冷房能力 22.4kW
消費電力 8.38kW

(ガ スHPは最悪 )

トータル童ス トとC

家庭用エアコン2台
コンパク トで高効率
一般的で安価 !

冷房能力 5kWX2台=10kW
消費電力 lkWX2台 =2kW

02の大幅な制減が可能 !
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「学校断熱ネットワーク信州」泰幹め‐碑・子かり
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潰器①

,ゴ

完成 !

みんなで輪になって慰

想を一人ひとりから間
いています。

全国の断熱 WSの取組み例

長野県では、2019年に自馬高校の生徒たちが、あまりに寒

い教室を暖かくしたいと立ち上がったことから始まりました。

学校の先生や建築の専門家、地域の工務店、環境に関心のあ

る大人たちなど多くの人を巻き込み、2020年 9

月に長野県初の教室断熱 WSを行いました。その

後、長野県内をはじめ全国各地で開催され始め、

教室断熱 WSが盛り上がっていま丸

津山市立西小学校
白馬村立自馬南小学校

佐久穂町私立大日向小中学校

津山市立西小学校

倉敷市立柏島小学校
倉敷市立緑丘小学校

藤沢市立小糸小学校
さいたま市立芝川小学校

米子市立加茂小学校

流山市立流山北小学校

焼津市立小川小学校

豊岡市立清滝小学校

岡山市立操南中学校

長野県白馬高校
長野県上田高校
長野県岩村田高校

長野県須坂高校
長野県穂高商業高校
長野県上田染谷丘高校

鹿児島県立川辺高校
島根県立津和野高校

千葉商科大学

翻
長野県 Youtube

わくわくする一 !

プロってすごい

高所での作業で腕

がキツかった (笑 )

が、楽しかった

休憩がいらない

くらい面白い !

木目の壁が綺麗

普段はできない

体験ができた

正直最初乗り気じゃ
なかったけど、やっ

たら楽しかつた I

わ

っ
て
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川村直子議員 令和 6年 (2024年 )第 1回定例会 6月 定例会議 一般質問資料

濱料
断熱材メーカー

窓メTカー

も注目。協力の可能性大

地元メディア
脱炭素の話題で気運を盛

り上げたい

この取組みを

応援 してくれる企業

資金、材料、人材を提供してくれ

る企業は強力な応援団。

I   I   I   t   そ

中
　

　

”
　

　

一

保護者、市民グループ

環境団体、業界団体

気候変動を止めたい、断熱を

広めたい地域の大人の人た

ちは、強力なサポーター。
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地
域
の
い
ろ
ん
な
立
場
の
、

い
ろ
ん
な
人
の
力
を
借
り
よ
う
。

地 元 工 務 店

教室はかなり暑そうだ。

なかなか地域に断熱が

根付かないなあ。教室が寒い、暑い

エアコン効かない

自分たちでやりたい !

DIY大好き !

生徒

学 校 ・ 先 生    I
確かにエアコンが効かない教室洋

があるんだ。電気代が高すぎて x

エアコンを控えさせている。換

気も大事で苦労している。

者

(教育委員会・脱炭素担当課)

気候変動対策計画は作つたけ

どなにから始めようか。地域

の気運の醸成を図りたい。建

築業界とのつながりは始まっ

たばかりだ。

行政

及

教室からが効果的

専門知識と技術の

提供があると動かる

意
欲
が
あ
る
学
校
が

あ
れ
ば
協
働
し
た
い

地域の学校には

協力したい

細かいことから

相談したい

行
政
の
理
解

は
必
須

地域の人たちにWSの計画を知ってもらおう。協力、相談、補助金、寄付、差入れ、いろんな形で関わつてもらおう。
WS当日の見学に誘おう。朝の会では見学者にも自己紹介してもらい、立場を超えて交流しよう。

釣涼噺撫ネ ホ行り翻子番
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多くの人が集まる学校

注くすに∩人が断熱∩
1効果を体感で・ごろ
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自分たちにもできるね I

豊縄が拳る裕ら

祉禽ぴ油風輩る |

断熱・気候変動対策

が三ュースになる

これまでほとんどの人が断熱を

体感したことがないので

C02排出量

の削減
"

断 執 WSの 社 的父
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馬

錨象着

市内に居住しているひとり親の方で申請日において次の要件を満たす方

・養育資の取決めとなる児童を現に扶養していること
・養育費の取決めに係る経費を負担したこと (※支出の日から1年以内)

・養育資の取決めに係る債務名義を有していること など

発テ1車予静 、

胆係る費用́ (上限1,L_00Q田 )1

:袋誰姦誘幹桝畠極吾ヒ皇4毛会託合垂摯普収入印紙代
・戸籍謄本など添付資料取得費用   :

・保証会社との契約を締結する際に負担する初回保証料

B A DRの 利用 I 喜する琶用 (上直50.0 0円 )

・ADRの利用に係る申込料及び依頼料に相当する費用

並びに調停に係る費用 `

中講方法

申請書類に必要事項を記入し添付書類を添えて、こども政策課ヘ

申請してくだい。
※添付書類などの詳細は市ホームページをご覧になるか、お問合せください。

い

停
〉

川村直子議員 令和 6年 (2024年 )第 1回定例会 6月 定例会議 一般質問資料

つくば市  |
ひとり親家庭養育費確保助成金

響磐轟幹罐簿鰺簸錢墨録
盈飴幹寛矮

問 2の 資料

ひとり親家庭の生活の安定ヒ子どもの健やかな成長のために、

養育費の取決めにかかる経費の一部を助成します

【閥合わせ先】    I
つくば市とども部こども政策課 こども福祉係 f市あ
〒305-8555 つくば市研究学園■丁目1番地1  ホームページ

TEL:029“883-1111(代表)内線1550      はこ́ ら

回

__Im述上Jef0400c .tsukuba口 l aJ0
出典「つくば市ひとり親家庭養育費確保助成金」子 どもの健やかな成長のための支援案内プリン ト|



川村直子議員 令和 6年 (2024年 )第 1回定例会 6月 定例会議 一般質問資料 問 2の 資料 2-

お問合せ :029-883-1111(代表。平日のみ)

ホームページ :https:〃www.City.tsukuba.Ig.jp/◆ひとり親家庭になつた場合は下記のような制度があります

児童扶養手当

児童手当

ひとり親家庭等

児重福祉金

離婚等により、お子様を養

育する方に対して支給され

る、つくば市独自の制度で

す。

離婚等により、お子様を養

育する方に対して手当が支

給される制度です。

離婚等をされる前に、元配

偶者が受給者となつていた

場合は、受給者の変更手

続きが必要です。

離婚と別居の両方が済んだ

日の翌日から15日以内の

申言青をお願いしています。

義務教育修了前のお子様がいるひとり親世帯

※聞き取り調査がありますので、請求者本人が申

請してください。

18歳の年度末(障害がある場合は20歳未満)

までのお子様がいるひとり栞見世帯

※聞き取り調査力ちりますので、請求者本人が申

言青してくだとい。

※所得状況や世帯の状況により、支給停止にな

る場合があります。

中学生以下 (中学校修了まで)のお子様がいる

世帯

①請求者の通帳 (ゆうちよ銀行の場合は振込専用口座番

号が記載されていること)

②請求者の健康保険証 (つく(飾国保の場合は不要)

※書類が不足していても後からの提出が可能です。15日以

内に申請書の提出をお願いします。

※個人により必要書類が異なりますので、まずは窓口にてご

相談←埜い。

①請求者および児重の戸籍謄本(もしくは受理証明書)

②請求者および児童の健康保険証

③請求者の通帳

④本人確認書類

※個人により必要書類が異なりますので、まずは窓口にて

き目談徹塗い。

①請求者および児重の戸籍謄本 (もしくは受理証明書)

※児重扶養手当申請用の場合、無料で取得できる場合

があります。

②請求者及び児童の健康保険証

③請求者の通帳

④本人確認書類

※その他、必要な書類がありますので、申請について説明を

受けて転塗い。

こども■瞭 課

③番窓口

制度 手続内容 対象 となる方 必要書類等 受付窓口



饗育資確保

助威金

高等磯業田練

修業者支援

給付金

高等鴨業団練

促進給付金

養育費に関する取り決めに

係る公正証書を作成した際

に要した費用 (公証人手

数料や収入印紙代なD
や養育費保証契約の初回

保証料、裁判外紛争解決

手続 (ADR)不u用経費の

一部を助成します。

就職に有利で、生活の安定

に役立つ資格を取得するた

めに、養成機関で一定期間

修学する場合に、生活費の

補助を目的とした給付金を

支給します。

対象資格は、看護師。准看

護師、介護福祉士、保育

士、理学療法士、作業療

法士、理美容師、栄養士、

歯科衛生士、社会福祉

士、製菓衛生師、調理師

などの就職 |ヨ役立つ資格で

す。

【以下の全てを満たすひとり親家庭の母又は父】

①市内に住所を有し、かつ、居住している者

②児童扶養手当の支給を受けている又は同等の

所得水準にあること

③養成機関におして一定期間のカリキュラムを修

業し、対象資格の取得が見込まれること G寸象

資格については規定あり)

④就業又は育児と修業の両立が日難であること

⑤八日―ワークで同等の給付金を受給していない

こと

⑥過去に当該給付金を受給したことがないこと

【以下の全てを満たすひとり親家庭の母又は父】

① 養育質の取嫉 めの対象となる児重 (20歳未満)

を現に養育していること

② 養育資の取り決めに係る経費を負担したこと

◎ 養育資の取り決めに係る債務名義を有していること

(ADR利用経費の補助を除く)

④ 過去に同一区分の助成金の交付を受けていないこと

⑤ 過去に他の自治体から同種の助成金又は補助金の

交付を受けていないこと

⑥ 市税の滞納がないこと

② ADRの利用に係る経費を負担した方 (ADR利用経

資の補助のみ)

①高等職業訓練促進給付金の支給決定を受け

ている方

②市内に引き続き1年以上住所を有し、かつ、居

住している方

③養成機関修了後、資格を取得した日から1年

以内につぐ飾 におして、取得した資格を必要と

する業務に就労が見込まれる方

※個人により必要書類が異なりますので、まずは窓口やお電話

にて謝 談ください。

公正証書作成資助成 :上限 17,000円

養育資保証契約初回保証料助成 :上限 50,000円

裁判外紛争解決手続 (ADR)琴 u用経費の補助 :上限 50′000円

①戸籍謄本または抄本

②世帯全員の住民票の写し

③助成対象経費の額が確認できる領収書等の写し

④公正証書の写し/養育費保証契約書の写し/ADRで養育資の取

決めを行つたことまたは合意が成立しなかつたことを確認できる書類の写

し

⑤市税に滞納沈 いことを証する書類

※公簿等で確認力てきる場合は、添付書類の省略可。

月額 40,000円 (修了月を含む最後の 12月を除く)

※受給期間は、最長 3年

①高等職業訓練促進給付金

住民税非課税世帯 :月額 100′000円

住民税課税世帯  :月額 70′ 500円

※修了月を含む最後の 12月にっいて(よ 40′ 000円加算

あり

※受給期間は、最長 4年

②修了支援給付金 (養成機関修了時に支給します)

住民税非課税世帯 :50′ 000円

住民税課税世帯  :25′ 000円

出典 つ くば市市民窓口課等で手渡 している資料



就学援助制度

医療福祉資支給制度

(ひと研硯家庭マ

'臨
)

国民健康保険

配偶者の社会保険の扶

養に入つていた方は、国民

健康保険に加入する手続

きが必要です。

学校関係の費用の一部を

助成する制度です。

健康保険証を使つて病院

などにかかつた場合の、自

己負担分の費用を公費で

助成する制度です。

18歳の年度末までのお子構と、そのお子様

を養育する方

※所得状況や世帯の状況により該当しない

場合があります。

つくば市の国民健康保険に加入する方

※ひとり親家庭になつた日以後も、親子共に

社会保険の場合は必要なし

以下の①または②に該当し、所得要件を満

たす世帯

①つくば市立小。中・義務教育学校に在学す

る児童生徒の保護者

②つく|よ市に住所力ちり、茨城県立中学校、

中等教育学校 (前期課程)に在学する

生徒の保護者

①父または母の通帳 (ゆうちよ銀行の場合は振込専用

口座番号が記載されていること)

②「児童扶養手当証書」のコピー (非該当の場合、非該

当通知めコピー)もしくは、「ひとり親家庭等児童福祉

金の決定遅玖日」のコピー

※死別の場合は、戸籍謄本でも可能です。

③児童及び父または母の健康保険証

④印鑑

⑤本人確認書類

①資格喪失証明書 (社会保険を喪失した証明)

②本人確認書類

学用品賣、通学用品費・新入学学用品費・学校給食

費・修学旅行費・校外活動費。体操服費を支給します。

※個人により必要な書類が異なりますので、まずは学務

課窓ロヘき目談喩挫い。

医療年金課

④番窓口

国民健康保険課

②番憲口

各学校、

4階 学務課

つくば市役所 市民窓口課 つく(d瀞研究学園1丁目1番地 1

TELi 029-883-1111(伏露重・平日のみ) ホームページ:https:〃 www.City.tsukuba.IgaJp/

|

令和 6年 6月改訂



質問 2の資料 2-2 川村直子議員 令和 6年 (2024年)第 1回定例会 6月 定例会議 一般質問資料

*別居を考えている皆さま・別居中の皆さまへ *
婚姻費用(生活費や養育費等)の分担 別居口離婚時リーフレットひな型

。別居をしたときには、お互いの収入等に応して(相手に、自分の生活費や自立してい

ない子どもの養青費等 (婚姻費用)の一部を請求することができます。
・話合いができないとき、まとまらないときには、家庭裁判所に調停の申立てをするこ

となどができます。
(調停手続の概要に

関する裁判所の HP〉 →
(婚姻費用の金額の目安に

関する裁判所の HP〉 →魏
面会交流 (法務省パンフレットはこちら)→

・面会交流とは、子どもと離れて暮らしている親が、子どもと定期的、

継続的に会つて話をしたり、電話や手紙等の方法で交流することをいいます。
・子どもがいる場合は、その健やかな成長のために、面会交流についてしつかりと話し

1合うようにしてください。

児童手当の受給者の変更
。離婚に向けて別居していて、生計を同 と (よ、 里 は、児童と同

鞘

し

居している人に支給されます。また、配偶者か
受給者変更できることがあります。

力を理由に別居 している場合も、

・受給者変更の手続の詳細は、 【児童手当担当部署】 (公務員の場合は勤務先)に確認
してください。

家庭の相談窓ロ
・夫婦、親子、扶養など家庭の問題についてお悩みがある方の相談窓口を設置していま

す。家族関係の改善に向けてのア ドノくイスを受けたり、別居中の生活で困つていること

などについて相談することができます。※相談料無料

相談場所 市役所○階 □□課

受付日時 O曜 日・○曜日 午後□時～囲時 ※事前に予約中込みが必要です。

※自治体独自の取組の紹介等
にご活用いただくスペース

そのほか、詳しく知りたい場合は、
【ひとり親支援担当部署】にご相談ください。

連絡先 :○ ○―○○OO―○○○○

市のホームページはこちら :

DV(配偶者からの暴力)被害があるとき
:

・配偶者から暴力等を受けている方に向けて、相談・情報提供・ どを受け付
ける窓口を設置しています。詳細については、 【DV相談担当部署】 (配偶者暴力相談
支援センター)にご

｀
相談ください。

※離婚を考えている方は、裏面をご覧ください。
(法テラスなどの問い合わせ先についても記載があります)

※自治体の担当部署を記入 してください。

し

※一例。養育費等相談支援センターの連絡先など、自治体の

実情等により記載を適宜変更してください。

二次元
′単一コ

ード

※自治体の担当部署を記入 してく
ださい。



*離 婚を考えている皆さまへ *
財産分与 別居 E離婚時リーフレットひな型 (財産分与に関する法務省の HP)⇒

鞘

鞘

D離婚をしたときは、相手に対し、夫婦で取得した財産の清算を請求し、
お二人の財産を分けることができます。
・金額等について、話合いができないとき、まとまらないときには、家庭裁判所に調停
の申立てをすることなどができます。

※離婚後 2年間の期間制限あり。

寄三金 分 1剥 |         卜           (年 金分割手続の詳細)→

・離婚した場合、お二人の婚姻期間中の厚生年金を分割して、
それぞれ、自分の年金とすることができます。

※離婚後 2年間の期間制限あり。

子どもがいる方へ
|

(離婚に関する法務省のHP)     →

(Q&Aや養育費解説動画、養育費と面会交流
のパンフレット等が掲載されています。)

O親権者
。未成年の子どもを持つ夫婦が協議離婚するときは、話合いで親権者を定める必要があ
ります。子どものために、しつかりと話し合うようにして下さい。

○養育資
・養育費とは、子どもが自立する (例えば大学等を卒業する。)までに必要な費用を意
味し、衣食住に必要な経費、教育費、医療賣などがこれに当たります。

○面会交流
・面会交流とは、子どもと離れて暮らしている親が、子どもと定期的、継続的に会つて
話をしたり、電話や手紙等の方法で交流することをいいます。

・養育賣や面会交流についても、子どもの健やかな成長のために、しつかりと話し合う
ようにしてください。|    (養

育費に関する

O児童扶養手当    裁判所のHP〉 →

。離婚し、子どもをひとりで育てる方は、児童扶養手当を受給できる場合があります。

・受け取れる金額等は、受給される方の所得や監護 。養育する子どもの人数等に応して
異なります。詳細については、 【ひとり親家庭相談窓口】に確認してください。

※児童手当の受給者変更については裏面をご覧ください

(問 い合わせ先 )

O自 治体の家庭相談窓口について知りたい方やDVにお悩みの方は、裏面もご覧ください。

O法的トラブルについてのお問合せは日本司法支援センタT(法テラス)へ。 →
目霞霞

翻 靱
(面会交流に関する

裁判所の HP〉 →

Ⅷ

誉
O法務省のHPでは、離婚をするときに考えておくべきことを紹介していまず。

Oひとり親家庭への支援策については、厚生労働省のHPもご参照ください。

出典 厚生労働省 子 ども家庭局家庭福祉課  「月1居・離婚時 リーフレットひな型」

醗離Ⅷ
Ⅷ

※自治体の担当窓口を記入 してください。

厚生労働省 Wcbページより h //、 v巧1呵ハr content/001362516. df

→

→



川村直子議員 令和 6年 (2024年 )第 1回定例会 6月 定例会議 一般質問資料 質問 2の資料2‐3

事 務 連 絡

令 和 3年 12月 8日

各 都道府県・市区町村 民主主管部 (局 )御 中

厚生労働省子 ども家庭局家庭福祉課

別居・離婚時 リーフレン トのひな型の活用について (依頼 )

平素か ら、ひ とり親家庭 に対す る支援の実務に御尽力いただき、厚 く御礼 申

し上げます。

既にお知 らせ した とお り、養育費の確保に向けた公的支援の在 り方について

省庁横断的に検討 を進めるため、昨年 6月 に、法務省 と厚生労働省 において「不

払い養育費の確保のための支援に関す るタスクフォース」 (以 下 「タスクフォ

ース」 とい う。)を 立ち上げま した。

タスクフォースでは、ひ とり親家庭に対する支援について重要な役割 を担っ

ている自治体において、離婚届を受理す る実務 を担つている戸籍担当部署 と、

ひ とり親家庭への相談支援等の実務 を担っているひ とり親支援担当部署が相互

に連携す ることにより、養育費の確保に資する早期の情報提供や相談支援等に

繋げてい くことが重要であるとの認識で両省が一致 しま した。 これを受けて、

本年 2月 には、養育費の確保 に向けた、 自治体の戸籍担当部署 とひ とり親支援

担当部署の更なる連携強化の推進 に関す る事務連絡を両省か ら発出す るな どの

取組 を行ってきた ところです。       4
上記事務連絡にも添付 した 「戸籍部門 とひ とり親支援部門の連携など自治体

における支援の強化」 (別 添 1)では、 自治体における支援の強化に関す る取

組の一つ として、養育費だけでなく、婚姻費用の分担や児童手当の受給者変更

等、当事者が別居時に知つてお くべき事項を記載 した リーフレッ トの作成が掲

げられています。

そこで、今般、法務省及び厚生労働省 において、当事者が別居時や離婚時に

知つてお くべき情報を網羅的かつ簡潔に記載 した リーフレッ ト (以 下 「別居・

離婚時 リーフレッ ト」 とい う。)のひな型 (別 添 2)を作成 しま した。 このひ



な型では、婚姻費用の分担、児童手当の受給者変更、財産分与、年金分割、親

権者、養育費、面会交流、児童扶養手当、DV被害の相談先、関係機関のウェ

ブページ等、別居や離婚を検討 している方々にお届けすべき情報を掲載すると

ともに、自治体における独自の取組や各種窓口等を記載できるスペースを設け

ています。

つきましては、別居・離婚時リーフレットのひな型の可変データを提供する

とともに、別居・離婚時リーフレットの活用例を以下に示しますので、各自治

体において、実情に合わせてひな型を適宜修正・加筆するなどした後、戸籍担

道部署やひとり親支援担当部署等で「別居・離婚時リーフレット」として積極

的な活用に努められるよう周知願います。

なお、本事務連絡については、法務省民事局と協議済みであり、法務省民事

局民事法制管理官からも別添 3の 事務連絡が発出されていることを申し添えま

す。

(別居 。離婚時リーフレットの活用例)

① 別居・離婚時リーフレットを住民票異動窓口に日立つように備え付け、

離婚を前提とした別居のために転居を考えている当事者が、自由に入手で

きるようにする。

② 離婚届用紙に別居・離婚時リーフレットを挟んでおき、離婚届用紙を取

りにきた当事者に確実に交付されるようにする。

③ 離婿届を提出するために戸籍窓口を訪れた当事者に封し、別居・離婚時

リーフレットを交付する。

④ 児童扶養手当の申請を行つた者に対し、別居・離婚時リーフレットを交

付する。

⑤ 母子家庭等就業 。自立支援センターにおいて、相談者に別居・離婚時リ

ーフレットを交付する。

⑥ 厚生労働省の離婚前後親支援モデル事業の実施自治体が、親支援講座に

おいて受講者に別居・離婚時リーフレットを交付する。

出典 厚生労働省 子ども家庭局家庭福祉課 別居・離婚時リーフレットひな型の活用について(依頼)

厚生労働省Webページより httpsi〃
―

.moj.富 o・ jp/content/001409069,pdf
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:141,都森膵章瞬■当器囃鼻申け

|ひとり親家庭支援の1手Elき

厚生労働省雇用均等・児重家庭局家庭福祉課

母子家庭等自立支援塞

出典 厚生労働省 Webページ「ひとり親家庭支援の手引き」 より

https://_.mhlw.gO.jp/file/06rSeisak可 ouhOu‐ 11900000‐ KoyoukintOujidoukateikyoku/0000125850。 っdf

関係者資料



貿田2。 資朴
3-2

2‐lE 母子・父子自立支援員の業務

母子 H父子自立支援員ば主な業務は、母子及び父子並びに寡婦福祉法3の第8条第2項

で、次のように規定されています。

1 配偶者のない者で現に児童を扶養しているもの及び寡婦に対し、相談に応じ、その

自立に必要な情報提供及び指導を行うこと。

2 配偶者のない者で現に児童を扶養しているもの及び寡婦に対し、職業能力の向上及

び求職活動に関する支援を行うこと。

さらに、「母子及び父子並びに寡婦福祉法による母子 日父子自立支援員の設置について」

2,I牛与(平成 26年 9月 30日雇児発 0930第 14号都道府県知事 慎各指定都市市長・中核市市長

宛厚生労働省雇用均等 日児童家庭局長通知)の「母子及び父子並びに寡婦福祉法による

母子 H父子自立支援員の設置要綱」4には、次のように、①設置趣旨、②職務の範囲等、

③相談の種類、④職務の分担、⑤関係機関との連携、⑥その他の事項について規定され

ています。

3母子及び父子並びに寡婦福祉法 (昭和 39年法律第 129号 )

(http:川 ave‐ gov.go.,p′htmldata/S39/S39H0129.htmつ
4次代の社会を担う子どもの健全な育成を図るための次世代育成支援対策推進法等の一部を改正する法律

2の 1午年 (平成 26年法律第 28号)に より母子及び寡婦福祉法が改正され、「母子自立支援員」が「母子・父子自立

支援員」と改称されるとともに、都道府県、市及び福祉事務所設置町村に対して、母子 。父子自立支援員
の人材の確保及び資質の向上を図るよう努力義務が規定されたことに伴い、母子・父子自立支援員の設置

について通知する。

2



質闘_2り 資料
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第 3相

母子及び父子並びに寡婦福祉法による母子 H父子自立支援員の設置要綱

第 1 設置趣旨

母子 H父子自立支援貫は、「配偶者のない女子で現に児童を扶養しているもの」 (以

下「母子家庭」という。)及び「配偶者のない男子で現に児童を扶養しているもの」(以

下「父子家庭」という。)並びに寡婦 (以下「ひとり親家庭等」という。)を対象に、離

死別直後の精神的安定を図り、その自立に必要な情報提供、相談指導等の支援 (以下「相

談指導等」という。)を行うとともに、職業能力の向上及び求職活動に関する支援を行

うことを職務として設置するものである。

第 2 職務の範囲等                            ′

1 母子 H父子自立支援員は、原則として社会福祉法第 15条第 1項各号に掲げる所員以

外の職員として、福祉事務所に置かれ、又は駐在する職員とし、母子及び父子並びに寡

婦福祉法第 9条の規定により福祉事務所が行う同条第 2号の業務のうち、専門的知識を

必要とする事項の相談指導等に協力するものとする。

2 母子 B父子自立支援員の担当区域は、原則として福祉事務所の管轄区域とする。

3 非常勤の母子 口父子自立支援員は特別職とする。

母子・父子自立支援員の取り扱う相談指導等の種類は、次の事項とする。

(2)

母子及び父子並びに寡婦福祉法及び生活一般についての相談指導等

家庭紛争、結婚その他の諸問題に関する相談支援

住宅～子育て、就業など生活基盤上の諸問題に関する相談支援

離婚直後など～地域で安定した生活を営むための精神的支援

親子関係、児童の養育に関する諸問題に関する相談支援

環境的な原因又は親子の性格に起因するもの等精神的、身体的な問題を抱える者

への相談支援

自助グループの養成や集団指導

職業能力の向上及び求職活動等就業についての相談指導等

職業能力開発や向上のための訓練等に関する情報提供

各種制度についての情報提供、就職活動に関する助言 目指導

子どもの年齢や生活状況に応じた働き方に関する適切な助言・指導

その他ひとり親家庭等の自立に必要な支援

児童扶養手当の受給、生活費、養育費、教育費、医療費等経済上の諸問題や借金ア

ア

イ

ウ

エ

オ

　

カ

ア

イ

ウ

◇

3
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等による経済的困窮に関する相談支援等

イ 福祉、保健、医療等の関係機関との連携 L調整

第 4 職務の分担

母子福祉資金貸付金及び父子福祉資金貸付金並びに寡婦福祉資金貸付金について

は、ひとウ親家庭等の総合的自立支援策の一つとして捉え～母子 日父子自立支援員が、

経済的支援策として貸付けに関する相談 目指導にあたるものとする。ただし、市 (指定

都市及び中核市を除く。)及び福祉事務所を設置する町村の委嘱する母子・父子自立支

援員は、母子家庭の母子及び父子家庭の父子並びに寡婦に対しこの資金の貸付けに関す

る情報を提供するものとする。

第 5 関係機関との連携

母子 日父子自立支援員は、その職務を行うにあたつて、関係部局、民生委員 口児童

委員、母子 H父子福祉団体、NPO等の協力を得るとともに、ひとり親家庭等の自立に

向けた支援が総合的に提供できるよう関係諸機関と常に密接な連携を図るものとする。

第 6 その他

母子 H父子自立支援員は、相談方― ド、職務日誌等を備えておくとともに、常日頃

からひとり親家庭等の自立を支援するために必要な関連施策等の情報を収集し、知識の
｀
習得を図るなど自己研鑽に努めるものとする。また、母子 日父子自立支援員を委嘱する

都道府県、市及び福祉事務所設置町村は、研修会の開催その他の措置を講ずることによ

り、その人材の確保及び資質の向上に努めるものとする。

4



川村直子議員 令和 6年 (2024年 )第 1回定例会 6月 定例会議 一般質問資料| 2の 資料

児童扶羹薯費を驚総じ雨じ壌轟曽憾ヘ

下人で著えて為

解決しな鰈贔逸麹あります
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一つでも思い当たった方、まずはお鍾軽にご相談ください
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攻)威県でこま帯ひとり親家庭が抱え面じゝる

就業や子育て。生活に関する課題やニーズに応じて、

さまざまな支援メニュ尋を組み合わせたプ回グラムを提案し、

みなさまの就業。自立や生活の安定のね手伝しヽ奄しヽたします。

ぜひね閲しヽ合わせくださしヽ。

―
出典 茨城県 母子・父子自立支援プログラム策定事業のご案内 プリント|



母子・父子自立支援プログラム策定員が、就業や子育て。生活状況等に関する相談
をお受けいたします。

相談内容に応じて、最適な支援メニューを組み合わせたプログラムを策定しま魂

プログラムを基に、ハローワーク等の関係機関とともに、就業や生活に関する総合的
なサポートをいたします。"

策定員がハローワーク等へ出張しての相談も行いますので、お気軽にお問い合わせく
ださい。

家賃補助 園常生活の
サポート

プ回グラムを策定した方に対し、無利子で家賃の

貸付を月額最大4万円×12か月の範囲でお貸

付できます。

プログラムで定めた就職を1年間継続す
るなどの条件を満たした場合、償還が免
除されま魂

保育や家事でお困りの時に、ご自宅などに家庭

生活支援員 (ヘルパー)を派遣しています。

令和4年度から利用料金は全世帯無料となり

ました。お気軽に茨城県母子寡婦福祉連合会ま

で、お問合せください。

電話番号 :029-221-7505

事務所名 所在地 電話番号 管轄市町村

福祉相談センター

地域福祉課

〒310-0011

水戸市三の丸 1-5-38

‐水戸市 ■笠間市 |ひたちなか市

1那珂市 Jヽ 美玉市 茨城町 大洗町

城里町 東海村

金029-226-1513

県北県民センター

県民福祉課 地域福祉室

〒313-0013

常陸大田市山下町4119
日立市 常陸大田市 高萩市

北茨城市 常陸大宮市 大子町
金0294-80-3321

鹿行県民センター

県民福祉課

〒3111593
鉾田市鉾田 1367-3

■鹿嶋市
:行方市

潮来市 神栖市

i鉾田市
盆0291-33-6264

県南県民センター

県民福祉課 地域福祉室

石岡市 龍ケ崎市 取手市

牛久市 つ くば市 守谷市  稲敷市

かすみがうら市 ■つ くば7メ らい市

美浦村 阿見町 河内町 利根町

〒300-0051

土浦市真鍋5-17-26
台029-825-2035

県西県民センター

県民福祉課 地域福祉室

古河市 結城市 下妻市 常総市
筑西市 坂東市 桜川市 八千代町
五霞町 境町

全0296-24-9155
〒308-8510

筑西市二木成615

■の市では市の窓口でも対応 しております

団体名 所在地 電話番号

〒310-0065

水戸市八幡町 11-52茨城県母子寡婦福祉連合会 倉029-221-7505



ひとり親家庭等に対するワンストツプ相談体制強化事業
質問 2の 資料 G

<母子家庭等対策総合支援事業買補助金> 令和6年度概算要求額 164億円の内数 十 事項要求
(― )  ※ ()内は前年度当初予算額

(参考)令和 4年度補正予算 :2億円

○ ひとり親家庭等に対する支援について、①地方公共団体における窓口が統一されておらず、各種制度を詳細に把握する職員体制も希薄であること、②多

様な状況に応じた様々な制度が用意されているにもかかわらず、実際の活用にはプト ドルがあることから、ひとり親家庭等が数々ある制度にた1拗つくことが

できているかが研超ことなつている。

○ 母子。父子自立支援員等、職員配置の拡充が難しい中、IT

推
進
枠

○ ひとり親家庭等が必要な支援に繋がり、自立に向けた適切な支援を受けられるよう、IT機器等の活用を始めとしたひとり親家庭等のワシストップ本目談及

び力′シュ型支援体制の構築。強化を図ることを目的とする。

○ チャットボットによる本目談への自動応答や支援制度・担当窓回の案内、関係音[署との1青報共有システムの構築など、IT機器等の活用を女台めとした相談

機能強化を図る。

<事業イメージ>

情報入力・相談

支援施策等の案内  |
ひとり親家庭 

≒載
‐ヤ

チャッ

【実 施 主 体】都道府県、市、福祉事務所設置町村

【補助基楽額】1自治体あたり :30′ 000千円

【補 助 率】国 :3/4

ヽ

子育て支援部署 ひとり親支援部署

情報共有 住宅関係部署

教育関係部署 労働関係部局 等

川村直子議員 令和 6年 (2024年 )第 1回定例会 6月 定例会議 一般質問資料

出典 こども家庭庁 Vヽebペ ージ「令和 6年度1既算要求の本既要」 (ひ とり親支援等支援関係)よ り

https://wv邸輻/.cfa gO.,p/asSets/contcnts/node/basic_pagc/丘 cld_rctrcsources/2803fd35-73f94b028294-

― … ― ― ― … … … … Tド

1日 施策の 目的

2日 施 策 の 内容

チャットボツトによる支援
制度。担当窓口の案内

共同クラウドIEよる
情報共有

生活困窮部署

経済的支援

:生活支

入力された盾報を共同クラウトにより共有

入力された情報より、必要に応じて、自治体から家庭ヘアプローチを図る

B家庭

A家庭

3日 実施 主体等

fdfdea163627/Oc626534/20230922_councls_shingikatthinkOn_hitorioya_D9CqsOチb_05.pdf



川村直子議員 令和 6年 (2024年 )第 1回定例会 6月定例会議 一般質問資料 質問 2の 資料 6

◆こんな時にご利用でき春寸 ◆これなサエビス殉1受:十られ書寸

※家庭生活支援員宅での子育て支援
も可能です。

1時間あたり(1時間から利用可)

※家庭生活支援員宅で
の子育て支援は、生
活支援の料金となりま
す。

>
※県の福祉事務所 (町村に
お住まいの方)の連絡先は、
裏面に記載の福祉相談セン
ター又は各県民センターに

<申込先>
攻競 旦畳平・ 父平福莉トセ ンな一 : 029-221-8497
(茨城県母子寡婦福祉連合会に委託)

※地域や 日程、支援内容によつては派遣できない場合もありますので、事前に
お問合せください。

出典 茨城県ひとり親家庭等日常生活支援事業「日常生活をサポー トします !」

つくば市 Webページょりhttps://、ぃぃvocity.tsukuba.lg.,p/弾 aterialれ lcs/group/63/Fi~huretto.pdf

日常生活

子育て支援
。お子さんの保育

生活支援
。食事や身の回りの世話
。住居の掃除
・生活必需品の買い物

など

①Iナがや病気、生活環境の
大きな変化 (ひとり親家庭
になつて間もない場合等)

②資悟取得のための遍学や就職活動、
学校行事等への参加

③残業で、帰宅時間が遅く
なるとき    など

Ｅ
Ｅ
Ｂl

む

利 用 料 金

利用世帯の区分 子育て支援 生活支援

生活保護世帯、住民税非課税世帯 O円 O円
月童扶養手当支給水準の世帯 0円  子 O円 0円 得 0・円

上記以外の世帯 0円 ■50B円 0円 30BeD円

刊 冊 有 法

①利用者の登録

お住まいの市又は県の福祉

事務所 (母子福祉担当窓口)に、

対象家庭 として登録 して く

ださい。

②利用の申込み

茨城県母子・父子福祉センター
に電話連絡し、利用日や利用
内容を調整し、申込みをして
ください。

③支援員の派遣、
利用料金の支払い

支援員が派遣されます。

利用者負担がある方は、後日

請求書が送付されます。

なります。
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ひ とり

お郷 らせです
線 のガ 〔し

どい程獣蔀

R6年
新1見事

度
箸

み

●   ●

養 育 費

あきらめて
いませんか ?

■養育費立替支援事業のお知らせ

養育費が支払われないときに、支払義務者に対して、市が働きかけをし、それでも支払いがない場合に、市が立替払

い (最大3か月分、上限月額お子さん1人につき5万円)をした上で、支払義務者に対して督促をします。

対象者
申請時点で、市内在住のひとり親家庭等の父又は母で以下の全てを満たす方

①児童扶養手当の支繊 受けているか又は、同様の所得水準にある

②公正証書や調停調書などの債務名義で養育資の取決めをしている

③養育資の取決めの対象となる児重を現に扶養している

④前月分の養育費を受け取れていない

T330-9588

さいたま市浦和区常盤 6-4‐4

子育て支援課内 ひとり親家庭就業・自立支援センター

TEL 048-829-1948 FAX 048… 829-1960

詳しくは裏面をご覧ください プブ

申込み・

問合せ先

出典  さいたま市 Webペ ージょり https://、w、～らAr.city.saitama.lg,p/002/003/005/pl14609_dれ 1/tatekaesien,pdf



■立替えの流れ

① 養育費を受け取れていない人が市に申請します。

② 市が支払うべき人に支払いを促します。

③ そ れ で も 支 払 い が な い 場 合 に 市 が 立 て 替 え ま す (最大 3か月分、上限月額お子さん 1人につき5万円)。

④ 市が支払うべき人から回収します。

不払発生 !

養育賣
｀`

寸ヽ
~~~~~

養育資を受け取る人 養育資を支払う人

①申請

Q 養育賣の取り決めは回約束ですが、立替事業を利用できますか ?

A この事業は債務名義を取得している方に限られます。別途無料の法律相談を実施しておりますので、

まずはそちらでご相談くださいと

Q 元配偶者は市外在住ですが、利用できますか。

A はい。元配偶者が国内に居住していれば、居住地は問いません。

Q 以前、この制度を利用しましたが、また不払いが発生しました。再度利用することはできますか。

A この事業は1回限りとなります。別途強制執行補助を実施しておりますので、不払いが繰り返され

るようであれば、今後のことも考えて強制執行をご検討ください。

養育費に関する公正証書等作成促進補助金

ひとり親家庭の方が養育資に係る取決めを行い

償務名義化することを支援するため、養育費に

関する公正証書等を作成する際にかかる本人負

担費用を補助します。

養育費の保証促進補助金
ひとり親家庭の方が養育資を確実に受け取るこ

.

とができるよう支援するため、保証会社と養育

資保証契約を締結する際に負担する費用 (保証

料)を補助します。

②支払いを

促す

弁護士による法律相談
離婚前後の法律問題に関する相談を無料で実施

しています。相談の方法は、対面相談、Zoom

相談、電話相談を選択できます。

年度内2回まで。

養育費強制執行等補助金

養育資の不払が発生した際に、調定調書や公正

証書などで債務名義を取得している方が、裁判

所で差押え等の手続をする際の費用を補助しま

す。

急鰯ぞ
T■ヽ

'手
F“コぼ凄コ筆義

拶に
緊
や
喫
餌
摩
争
】
急

まずはお気軽に

ご相談ください。

■Q&A

■関連事業

抑尋］中藝］弾一蝉

禦
望
瑠
』
電
期
裁
翻
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《つくば市ひとり親家庭等児童福祉金制度》

この制度は、つくば市独自の制度で児童の福祉の増進を図ることを目的と

して創設された制度です。支給した児童福祉金は、児童の養育、就学及び心

身の健全育成のために使用してください。

★児童福祉金を受

つくば市に住所

どで、両親または

けることができる方

登録をし、死別、離別、

その一方に養育されず、

育者に支給されます。

障害 (身体障害者手帳 102級)な

かつ生計を同じくしない義務教育

(?芹きをtrこ 之、1竜 まtム イヽ?

の養

了前 。・・中学校修了前

★福祉金の支給額

児童扶養手当受給区分 支給額 (児童一人あたり)

受給世帯 5 000円 /月

非受給世帯 2,500円 /月

毎年、年度末の 3月 に 12か月分を支給

※年度途中に申請した場合は、申請の翌月分から支給対象ですと

☆以下の事由が発生した時は、届出が必要となります。

・住所、氏名または口座の変更があつた場合

・婚姻または事実婚が発生した場合

・養子縁組等で対象児童が両親に養育されるようになった場合
。受給者が児童を養育しなくなつた場合

,児童が存学延長した場合

※御不明な点がある場合は、問い合わせ先まで御連絡をお願いします。

【問い合わせ先】

つくば市研究学園一丁目1番地 1

つくば市こども都こども政策課こども福祉係

TEL:029-883-1111

投痛出か IIⅢ 下キ Iを 下Ъもの

出典 つ くば市ひとり親家庭等児童福祉金制度 案内プリント
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高齢者世帯・ひとり親世帯のエアコン購入賣を助成します
固 伊奈庁舎介護福祉課 (内線4301)、 こども課 (内線4204)

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、今年の夏季期間も外出自粛が求められて

それに伴う熱中症などの健康被審を予防するため、ご自宅のエアコ

●対象の方

市内に住所があり、次のOまたは②のしIずれかに該当す

る市税に滞納がない世帯の方

① 65歳以上の高齢者のみで構成される市民税非課税世帯

②児童扶養手当を受給しているひとり親世帯

●条件

自宅にエアコンが 1台も設置されていない、もしくはエアコ

ンが故障しており、ほかに使用可能なエアコンがないこと

※助成の決定以前に購入したものはt助成対象となりません。

固 健康増進課 (保健福祉センダー内)ao297‐ 25‐ 2100

熱中症に注意しましょう !

0助成額

エアコンの購入費 (設置費用含む)または5万円のいずれか

少ない金額

0申請方法

伊奈庁舎1階の介護福祉課窓日またはこども課窓口で配布、も

しくは市本―ムページからダウンロードできる申請書類に必要

事項を記入の上、郵送または担当窓□に提出してください。

●申請期間

6月 28日 lttl～ 10月 29日①

【お間い合わせ先、窓回】

①の対象者 :介護福祉課「高齢福祉係」

②の対象者 :こども課「こども福祉係」

■普段以上に「熱中症予防行動」を実践しましょう

Oのどが渇く前にこまめに水分補給しましょう。(1日あた

り1.2P比が目安)

O涼しい服装にしましょう。

O屋外で人と十分な距離 (2前以上)を確保できる場合は適

宣マスクをはずしましょう。

熟中艇彗蔵アラートとは?

熱中症の危険性が極めて高い署熱環境になると予想される日

の前日夕方または当日早朝に都道府県ごとに発表されます。

発表されている日には、外出を控える、エアコンを使用

するなどの、熱中症予防行動を積極的にとりましょう。

■外出はできるだけ控え、暑さを避けましょう

O熱中症を予防するためには、暑さを避けることが最も

重要です。

O昼夜を間わず、エアコンなどを使用して部屋の温度を

調整しましょう。

O不要不急の外出はできるだけ避けましょう。

■熱中症のリスクが高い方に声かけをしましょう。

O高齢者、子ども、持病のある方、B巴満の方、障がいの

ある方などは熱中症になりやすい方々です。これらの熱

中症のリスクが高い方には、身近な方から、夜間を含む

エアコンの使用やこまめな水分補給などを行うよう、声

をかけましょう。

■外での運動は、原員u、 中止/延期をしましょう

O身の回りの暑さ指数 (WBGT)に応じて、

■磐さ指数 (WBGT)を確認し しょ

O身の回りの暑さ指数 (WBGT)
O暑さ指数は時間帯や場所によつ

の回りの碧さ指数を環境

岬 .wbgtienv.go.jp/)

■暑さ指数 (WBGT)とは

暑さ指数 (WBGT)と は、

ど)から

つ

Iと「
P

別 筆 C藤9列 調 噸

劇 頚 璽 風 恩 蜂 島

アコンなどが設置されていない屋内での運動は、

て し の


